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　住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、最近、電話ガイダンスを使った巧妙な手口で、住宅用火災警報器や消火器の訪問販売のトラブルが発生しています。
契約を急がせる業者は要注意です。その場ですぐ契約せず、家族や消防署などに相談しましょう。
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　　　　　事例１　電話で住宅用火災警報器についてのガイダンスが一方的に流れ、アンケートを実施し、その後電話がかかってきて訪問する。
事例２　消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。
事例３「消防署の方から来た」、「消防署から頼まれた」など言う。
　

※　消防署や市・町が、「住宅用火災警報器」や「消火器」等を訪問販売することはありません。また、特定の業者に販売や調査を依頼することもありません。　　

訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから８日以内であれば、無条件で解約（クーリング・オフ）できます。

・福岡県内の訪問販売などに関するご相談は、「消費者生活センター」へ
〈相談コーナー〉６３２－０９９９　※月曜～金曜　９時から１７時

　　　　・粕屋北部消防本部　予防課予防係　　電話　９４４－０１３１
